
○
預
金
保
険
機
構
が
資
産
の
買
取
り
の
決
定
を
行
う
た
め
の
基
準
を
定
め
る
件 

（
平
成
十
三
年
三
月
二
十
九
日
金
融
庁
・
財
務
省
告
示
第
二
号
） 

 

預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
百
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
預
金
保
険
機
構
が
資
産
の
買
取
り
の
決
定

を
行
う
た
め
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

預
金
保
険
機
構
は
、
協
定
承
継
銀
行
又
は
特
別
危
機
管
理
銀
行
か
ら
預
金
保
険
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
資
産
の
買
取
り
に
係
る
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
込
み
に
係
る
資
産
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一 

法
第
九
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
保
有
す
る
資
産
と
し
て
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
資
産 

二 

そ
の
買
取
り
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
法
第
九
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
管
理
の
終
了
又
は
法
第
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第

三
号
措
置
の
終
了
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
資
産 


